
 

広島市佐伯区告示第 ２ 号 

令 和 ８ 年 １ 月 ２ ７ 日 

 

 

自動車臨時運行許可番号標の失効を行った、令和７年３月２６日付け広島市

佐伯区告示第２５号を次のとおり訂正します。 

 

広島市佐伯区長 梶 谷  直 毅 

 

 

自動車の臨時運行許可に関する取扱規則（昭和２７年６月３０日規則第５１

号）第２条第５項の規定に基づき、次の番号の自動車臨時運行許可番号標が失効

したことを告示します。 

 

自動車臨時運行許可番号標番号 

 

広島 ２１－７５ 


